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個人普徴_税額決定通知書（当初処理)_印刷加工仕様書 

 

１ 概要 

市民税・府民税税額・納税決定通知書等の作成、及び印字・封入封緘を行う。 

 

２ 作業時期（予定） 

項

番 
帳票名（帳票ID） 作業内容 期限 

1 
当初普徴納税通知書【0102-01】 

 

・校正、印刷 4月下旬 

・印字テスト 

・郵便局のバーコード読込みテスト 
4月下旬 

・印字、封入封緘及び納品 6月上旬 

2 コンビニー括納付書【0102-02】 

・校正・印刷 4月下旬 

・印字テスト 

・郵便局のバーコード読込みテスト 
4月下旬 

3 市・府民税の手引き【0102-03】 
・校正・印刷 4月下旬 

・封入・封緘及び納品 6月上旬 

4 
普徴封筒(窓付)市内【0102-05】 

普徴収封筒(窓付)市外【0102-06】 

・校正・印刷 
（初年度のみ）4月下旬 

（次年度以降）1月中旬 

・窓位置等テスト 
（初年度のみ）4月下旬 

（次年度以降）1月下旬 

・封入封緘及び納品 6月上旬 

※スケジュールについては、単年度単位で変更する。 

※６月上旬に、小ロット（２００通以内）の通知書作成を追加で依頼する場合あり。 

※0102-05、0102-06の封筒は、当初普徴で使用する分として、初年度（令和４年度）のみ校正し、次年度以

降は、「【税務－０２】 市・府民税 申告書及び申告の手引き等印刷･加工仕様書」で校正したものを使用する。 

 

３ 帳票作成見込数 

・単年度の予定数を示してるが、各年度同程度となる見込み。テスト印字分は下記枚数に含まない。 

・枚数は令和３年度見込枚数（参考） 

 

項

番 
帳票名 帳票ID 

見込数 
使用内訳 

加工分 随時分 

1 当初普徴納税通知書 0102-01 １８，０００ ５０  

2 コンビニー括納付書 0102-02 ４５，０００ ５，０００ 
余りは【税務-04】分として

使用する 

3 市・府民税の手引き 0102-03 １５，０００ １，０００ 
余りは【税務-04】分として

使用する 

4 普徴封筒(窓付)市内 0102-05 

２３，０００（内

５，０００は【税

務-04】処理用） 

１，０００ 
余りは【税務-04】分として

使用する 

5 普徴収封筒(窓付)市外 0102-06 １，５００ １，５００ 
余りは【税務-04】分として

使用する 
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４ レイアウト及び性状 

 

項

番 
帳票ID 

加工指示 

備考 耳カット 
封入 封緘 圧着 

ブッキ

ング 両耳 左耳 右耳 

1 0104-01 ○   ○     

2 0102-02 ○   ○     

3 0102-03    ○     

4 0102-05     ○    

5 0102-06     ○    

 

 （１）封入封緘 

        ア 封入単位 

          個人単位の封入とする。  

        イ 封入物 

                当初普徴納税通知書、コンビニー括納付書、市・府民税の手引き。 

        当初普徴納税通知書は、窓あき封筒に住所、氏名が見えるよう中央折れ線に従い二つ折りを

する。 

市・府民税の手引きは、二つ折りののち、四つ折りにする。 

     ウ 封緘 

         窓付封筒に圧着のり付けによる封緘。ただし、市から「抜き」を指示した者については封緘

はしない. 

※ 封入封緘時の破損について 

          破損分については、再度打ち出しを行い、封入封緘すること。封筒を破損した場合は、

破損枚数を報告し、処分については、当市の指示により行うこと。 

           

５ 納品 

   （１）発送処理  

ア 納品ケース（段ボール箱）  

イ 納品時の区分 

一般分、一般分管轄外、口座振替分、控除不足者分、年金特徴分、年特仮徴収者分、それぞ

れデータ（PDF）が分かれているため、その区分毎に分けて納品すること。なお、納品の際は、

依頼データの並び順通りに納品すること。 

ウ 区分ごとにケース前面に表示すること。 

納品ケース（段ボール箱）の前面に区分名と連番を記載すること（例「一般分 １／１８」） 

エ 納品明細書を作成し、件数を報告すること。 

  ※配達方法について 

・料金割り引きが最大になるよう措置を講じること。 

（２）その他 

     ア その他納品物 

・納付書、封筒については、随時分として使用するため、当市の指示により納品すること。 

 ※枚数、仕様については、当市の指示のとおり。 

以上 


